
 

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
資
金
管
理
団
体
の
指
定
を
取

り
消
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

平
成
二
十
三
年
六
月
二
十
四
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

神
奈
川
県
選
挙
管
理
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

梅 
 

木 
 

武 
 

夫 
 

 



資
金
管
理
団 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

体
の
指
定
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

取
消
し
の
届 

公
職
の
種
類 

資
金
管
理
団
体
の 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 

代
表
者 

 
 
 

届
出
年
月
日 

 
 

出
を
し
た
者 

 
 
 
 
 
 

名
称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

横
山 

純
子 

葉
山
町
長 

 

横
山
す
み
子
町
政 

神
奈
川
県
三
浦
郡
葉
山
町 

横
山 

純
子 

二
三
、 

一
、
一
一 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研
究
会 

 
 
 
 

長
柄
一
四
一
三
―
八
〇 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

横
山
方 

 

池
田
俊
一
郎 

大
和
市
議
会 

池
田
俊
一
郎
後
援 

神
奈
川
県
大
和
市
下
鶴
間 

池
田
俊
一
郎 

二
三
、 

一
、
二
一 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 

七
〇
四
―
一
五 

 

宇
田 

行
雄 

開
成
町
議
会 

宇
田
行
雄
励
ま
す 

神
奈
川
県
足
柄
上
郡
開
成 

宇
田 

行
雄 

二
三
、 

一
、
一
九 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

会 
 
 
 
 
 
 

町
円
通
寺
八
八
―
二
〇 

 

安
藤 

博
夫 

神
奈
川
県
議 

政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム 

神
奈
川
県
大
和
市
南
林
間 

安
藤 

博
夫 

二
三
、 

一
、
一
七 

 
 
 
 
 
 

会
議
員 

 
 

大
和 

 
 
 
 
 

一
―
一
―
一
〇 

 

丸
山 

峰
生 

横
浜
市
議
会 

丸
山
峰
生
政
経
懇 

神
奈
川
県
横
浜
市
南
区
新 

丸
山 

峰
生 

二
三
、 

一
、 

四 

 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

話
会 

 
 
 
 
 

川
町
二
―
三
―
一 

 

山
岸 

篤
郎 

綾
瀬
市
議
会 

山
岸
あ
つ
ろ
う
後 

神
奈
川
県
綾
瀬
市
深
谷
上 
山
岸 

篤
郎 

二
三
、 

一
、 

七 



 
 
 
 
 
 

議
員 

 
 
 

援
会 

 
 
 
 
 

五
―
六
―
二
二 


